
領事からのお知らせ（２０１８．１１．１） 
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 ＜＜今号の内容＞＞ 

 １ 領事サービス向上・改善のためのアンケート調査の実施について 

２ 領事出張サービスの実施について 

３ ハーグ条約についてご存じですか？ 

４ 「国外転出時課税制度」について（国税庁からのお知らせ） 
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１ 領事サービス向上・改善のためのアンケート調査の実施について 

 日頃より領事サービスに御理解，御協力いただき，ありがとうございます。 

  外務省では，管轄地域内にお住まいの皆様から，毎年，領事サービスに対する評価，

御意見，御要望をお伺いし，領事サービスの向上と改善に取り組んでおります。 

 

  つきましては，御多忙中誠に恐縮でございますが，１１月１日から１１月３０日ま

での間に以下のＵＲＬよりアンケートへの御協力につき，よろしくお願い申し上げま

す。 

https://www.enq.ezairyu.mofa.go.jp/m/8720994dd51cacfa9ea595d6a901cef 

 

 

２ 領事出張サービスの実施について 

チューリッヒ日本人学校において領事出張サービスを実施いたします。取扱いがで

きる各種手続き，利用方法などについては，ホームページをご覧頂くか，直接お問い

合わせください。 

 （ http://www.ch.emb-japan.go.jp/jp/ryoji/ryojisvc.html ） 

○チューリッヒ日本人学校（ウスター市） 

（１）日時：１２月１５日（土）１０：００～１２：００，１３：００～１５：００ 

（２）会場：チューリッヒ日本人学校２階音楽室内 

 

 

３ ハーグ条約についてご存じですか？ 

一方の親の同意なく，お子さんが国境を越えて海外に移動した場合，一定の要件を

満たせばハーグ条約が適用されることになります。その場合，お子さんは，原則，元

いた国に戻されることになります。詳しくは外務省のホームページをご参照ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html 

 

また，外務省ハーグ条約室では，SNS を使ったハーグ条約に関する情報発信を始めま

した。ハーグ条約の手続等を分かりやすく解説するミニ解説などを毎週発信しており

ますので，こちらもご覧ください。 

https://www.enq.ezairyu.mofa.go.jp/m/8720994dd51cacfa9ea595d6a901cef
http://www.ch.emb-japan.go.jp/jp/ryoji/ryojisvc.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


Twitter： https://twitter.com/1980HaguePR?lang=ja  

Facebook： https://www.facebook.com/1980Haguepr/  

 

お子さんの海外への移動，ハーグ条約についてご不明な点がありましたら，当館又

は外務省ハーグ条約室までご連絡ください。 

外務省ハーグ条約室 

TEL: +81-(0)3-5501-8466 

Email:  hagueconventionjapan@mofa.go.jp 

 

 

４ 「国外転出時課税制度」について（国税庁からのお知らせ） 

平成２７年（２０１５年）７月１日以後，日本の居住者が国外転出（日本国内に住

所及び居所を有しないこととなること）をする時において１億円以上の対象資産（有

価証券等）を所有等している場合には，その対象資産の含み益に日本の所得税及び復

興特別所得税が課税されます。 

https://www.ch.emb-japan.go.jp/documents/ryoji/jp/TAX_information.pdf 

 

 

【バックナンバー】 

 バ ッ ク ナ ン バ ー は 大 使 館 Ｈ Ｐ

( http://www.ch.emb-japan.go.jp/jp/ryoji/mailmagazin.html )でご覧になれます。 

 

【配信の希望及び解除】 

 メールマガジンの配信若しくは解除又はメールアドレスの変更を希望の方は，こち

ら( https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/mailmz/menu?emb=ch )から手続きをお願い

いたします。（転出届を出された方へも，解除しない限り配信されます。） 

 

在スイス日本国大使館 

領事班 

Embassy of Japan 

Consular section 

Postfach 3001 Bern 

Tel. 031 300 2222 

Fax  031 300 2256 

consularsection@br.mofa.go.jp 

http://www.ch.emb-japan.go.jp/jp_home.htm 

https://www.facebook.com/JapaneseEmbassyBern 
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